
のためのつどいの開催等の取組を実施している。

１）子どもの貧困率について
　最新の2010（平成22）年国民生活基礎調査
での相対的貧困率は、全体で16.0％、子ども
で15.7％となっている。一方、子どもがいる
現役世帯の相対的貧困率は、14.6％であり、

そのうち、大人が１人いる世帯の相対的貧困
率は50.8％、大人が２人以上いる世帯の相対
的貧困率は12.7％となっている。
　また、OECDでは、2000年代半ばまでの
OECD加盟国の相対的貧困率を公表している
が、これによると、我が国の相対的貧困率は
OECD加盟国30か国中27位と高い水準となっ
ており、特に子どもがいる現役世帯のうち大
人が１人いる世帯の相対的貧困率が加盟国中
最も高くなっている。
　こうした指標等から、ひとり親家庭等、大

4 子どもの貧困率への
取組を行う

第2-2-18図 子どもがいる現役世帯（世帯主が18歳以上65歳未満）の相対的貧困率

出典：厚生労働省調べ
注：１）平成６年の数値は、兵庫県を除いたものである。
　　２）貧困率は、OECDの作成基準に基づいて算出している。
　　３） 大人とは18歳以上の者、子どもとは17歳以下の者をいい、現役世帯とは世帯主が18歳以上65歳未満

の世帯をいう。
　　４）等価可処分所得金額不詳の世帯員は除く。
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人１人で子どもを養育している家庭におい
て、特に経済的に困窮しているという実態が
うかがえる。
　このため、ひとり親家庭に対する支援とし
て、経済的な自立を可能とする就業支援策な
どの充実・強化を進めているほか、ひとり親
家庭の経済的支援の拡充を図るため、2010年

８月から、児童扶養手当の支給対象を父子家
庭にも拡大した（同年12月から支給開始）。
また、生活保護の母子加算を引き続き支給す
る。

第2-2-19表 相対的貧困率の国際比較（2000年代半ば）

相対的貧困率 子どもの貧困率
子どもがいる現役世帯（世帯主が18歳以上65歳未満の世帯）の貧困率
合　計 大人が一人 大人が二人以上

割　合 順　位 割　合 順　位 割　合 順　位 割　合 順　位 割　合 順　位
オーストラリア 12.4 20 11.8 16 10.1 16 38.3 19 6.5 12
オ ー ス ト リ ア 6.6 4 6.2 5 5.5 5 21.2 8 4.5 5
ベ ル ギ ー 8.8 15 10.0 10 9.0 12 25.1 10 7.3 14
カ ナ ダ 12.0 19 15.1 21 12.6 21 44.7 27 9.3 18
チ ェ コ 5.8 3 10.3 13 7.7 9 32.0 15 5.5 7
デ ン マ ー ク 5.3 1 2.7 1 2.2 1 6.8 1 2.0 1
フ ィ ン ラ ン ド 7.3 9 4.2 3 3.8 4 13.7 4 2.7 3
フ ラ ン ス 7.1 6 7.6 6 6.9 7 19.3 7 5.8 8
ド イ ツ 11.0 17 16.3 23 13.2 22 41.5 25 8.6 16
ギ リ シ ャ 12.6 21 13.2 18 12.1 18 26.5 13 11.7 23
ハ ン ガ リ ー 7.1 6 8.7 8 7.7 9 25.2 11 6.8 13
ア イ ス ラ ン ド 7.1 6 8.3 7 7.3 8 17.9 5 6.2 10
ア イ ル ラ ン ド 14.8 26 16.3 23 13.9 23 47.0 28 10.1 21
イ タ リ ア 11.4 18 15.5 22 14.3 25 25.6 12 14.0 27
日 本（平成16年） 14.9 27 13.7 19 12.5 19 58.7 30 10.5 22
韓 国 14.6 24 10.2 12 9.2 13 26.7 14 8.1 15
ルクセンブルク 8.1 11 12.4 17 11.0 17 41.2 24 9.7 20
メ キ シ コ 18.4 30 22.2 29 19.5 29 32.6 16 18.7 29
オ ラ ン ダ 7.7 10 11.5 15 9.3 14 39.0 20 6.3 11
ニュージーランド 10.8 16 15.0 20 12.5 19 39.1 21 9.4 19
ノ ル ウ ェ ー 6.8 5 4.6 4 3.7 3 13.3 3 2.1 2
ポ ー ラ ン ド 14.6 24 21.5 28 19.2 28 43.5 26 18.4 28
ポ ル ト ガ ル 12.9 22 16.6 25 14.0 24 33.4 17 13.3 24
ス ロ ヴ ァ キ ア 8.1 11 10.9 14 10.0 15 33.5 18 9.2 17
ス ペ イ ン 14.1 23 17.3 26 14.7 26 40.5 23 13.9 26
ス ウ ェ ー デ ン 5.3 1 4.0 2 3.6 2 7.9 2 2.8 4
ス イ ス 8.7 14 9.4 9 5.8 6 18.5 6 4.9 6
ト ル コ 17.5 29 24.6 30 20.3 30 39.4 22 20.0 30
イ ギ リ ス 8.3 13 10.1 11 8.9 11 23.7 9 6.1 9
ア メ リ カ 17.1 28 20.6 27 17.6 27 47.5 29 13.6 25
O E C D 平 均 10.6 12.4 10.6 30.8 5.4

資料：OECD“Growing Unequal？”等
出典：平成23年版子ども・若者白書
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第５節　特に支援が必要な子どもが健やかに育つように


